
広報みほ　令和３年８月号 2

茨 城 県 知 事 選 挙茨 城 県 知 事 選 挙茨 城 県 知 事 選 挙
投票日９月５日（日）投票日９月５日（日） 時間　午前７時～午後６時時間　午前７時～午後６時

選挙権は、日本国民で満１８歳以上の欠格者（一定の犯罪者）を除く全ての方に与えられますが、美浦村の投票
所で投票できる方は、年齢や住所の要件を満たし、本村の選挙人名簿に登録されている方に限ります。
◇年齢要件 満１８歳以上の方（平成１５年９月６日以前に生まれた方）
◇住所要件　選挙人名簿登録基準日（令和３年８月１８日）に、引き続き３カ月以上美浦村に住み、住民基本台
帳に登録されている方

※本村で投票できる方には、投票所入場券を郵送します。

投票は投票所入場券を持参のうえ、指定の投票所（投票所入場券に記載）で行ってください。なお、投票所入
場券を紛失した場合でも投票所の係員に申し出て、再交付を受ければ投票できます。
また、身体の故障等のために自分で投票用紙に記載できない方のために、代わって係員が代筆する代理投票
制度があります。もちろん投票の秘密は守られます。利用される方は、投票所の投票管理者にお申し出てく
ださい。

◇滞在先の選挙管理委員会での不在者投票
⇒旅行や出張等で長期間村外に滞在するときは、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
※ただし、投票用紙の請求や投票後の投票用紙の送付は郵便で行われますので、お問合わせや請求はお早

　　めに選挙管理委員会までお願いします。
◇病院や老人ホームでの不在者投票
⇒都道府県の選挙管理委員会が指定した病院や老人ホーム等に入院・入所している方は、その施設で不在者
投票をすることができます。利用したい方は施設にお問合わせください。

◇自宅で郵便による不在者投票
⇒身体障害者手帳や戦傷病者手帳をお持ちの方で一定の基準にあてはまる方や、介護保険の要介護状態区分
が要介護５と記載されている方等は、自宅で投票することができます。
※注意：障がいの程度によってこの制度が利用できない場合があることや、利用にあたっては事前に「郵
　便等投票証明書」の交付が必要です。さらに、投票日の４日前までに投票用紙等の交付を請求しなけれ
　ばならない等、期日の制限もありますので、お問合わせはお早めに選挙管理委員会までお願いします。

～選挙は、有権者が直接政治に関わることのできる大切な機会です～～選挙は、有権者が直接政治に関わることのできる大切な機会です～

◎投票日の投票時間が変わります

▼投票日（９月５日）の投票時間が▼投票日（９月５日）の投票時間が となります。となります。午前７時～午後６時午前７時～午後６時

※投票時間を間違えないようにお願いいたします。
※なお、期日前投票（みほふれ愛プラザ）の投票時間に変更はありません。
　今までどおり、午前８時３０分から午後８時までです。

美浦村で投票できる方は美浦村で投票できる方は

投票の方法投票の方法

不在者投票不在者投票

■問合せ　美浦村選挙管理委員会（役場総務課内）☎０２９－８８５－０３４０（内）２０４■問合せ　美浦村選挙管理委員会（役場総務課内）☎０２９－８８５－０３４０（内）２０４


